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•第5次総合計画

※

当別町財政健全化計画
公債費負担適正化計画
当別町集中改革プラン

税収納率の向上
町債発行の抑制
休廃止施設の利活用
使用料・手数料の適正化
広告など様々な収入確保の検討
外部委託（アウトソーシング）の推進
指定管理者制度の活用
行政評価システムとの連動による事務事業の見直し

国と地方を合わせた長期債務の残高は、770兆円にも達しています。景気の低迷による税収の落ち込み
や地方交付税の大幅な削減の中で、当別町は公債費※の償還がピークを迎え、厳しい財政運営を強いら
れており、財政基盤の建て直しが急務となっています。
財政再建法制の見直し（地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行）に伴い、新たな財政指標の
基準が示され、その公表が義務付けられるなど、より一層透明性を高めた財政運営が求められています。
具体的な数値目標を掲げた財政健全化計画を策定し、歳入の確保に努めます。また、将来的な公債費
（借金返済）の縮小を図るために公共事業を抑制、事務事業の見直しなどにより歳出を抑制し、安定的な
財政基盤が確立するよう財政の更なる健全化を図ります。
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指標・目標

（H19）    22.2％　　　（H24以降）18％以下

（H20）  169億円　　　（H24以降）135億円以下

町債残高

関連計画

想定される取組

● 財政基盤の建て直し

（１） 行財政の新たな方向性
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用語解説
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町が抱える地方債の償還金などのこと。
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公債費による財政負担の程度を示すもの。１８％以上で地
方債発行に都道府県知事の許可が必要となる。
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実質公債費比率※　

71 72
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